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運送事業とは

「この法律で「旅客運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で自動
車を使用して旅客を運送する事業。」（道路運送法第２条第３項）

①「一般乗合旅客自動車運送事業」

不特定多数の旅客を運送する事業（路線バス等）

②「一般貸切旅客自動車運送事業」

１個の契約により乗車定員１１人以上の自動車を貸切って旅客を運
送する事業（ツアーバス、観光バス等）

③「一般乗用旅客自動車運送事業」

１個の契約により乗車定員１０人以下の自動車を貸切って旅客を運
送する事業（タクシー、ハイヤー等）

④ 「特定旅客自動車運送事業」

特定の者の需要に応じ、一定範囲の旅客を運送する事業 2



福祉輸送事業限定タクシーとは

道路運送法第４条の許可を受けた一般乗用旅客自動車運送事業者

であって、障害者等の運送に業務の範囲を限定した許可を受けた
福祉輸送事業限定タクシー事業者が行う運送のことをいう

使用車両：事業用自動車（タクシー、１両から可）

・寝台車・・・・・・・・車内に寝台（ストレッチャー）を固定する設備を有

する自動車

・車いす車・・・・・・利用者が車いすのまま車内に乗り込むことを可能

とする為のスロープ又はリフトが付いた自動車

・兼用車・・・・・・・・ストレッチャー及び車いす双方に対応した自動車

・回転シート車・・・回転シートを備える自動車

※介護福祉士等の資格を有する者が乗務する場合、一般の乗用車も
使用可 3



旅客の範囲

①身体障害者福祉法第４条に規定する身体障害者

②介護保険法第１９条第１項に規定する要介護認定を受けている者

③介護保険法第１９条第２項に規定する要支援を受けている者

④その他肢体不自由、内部障害、知的障害、精神障害を有しており、

単独での移動が困難な者であって、単独でタクシーその他公共交

通機関を利用することが困難な者

（※①～④の旅客の付添人も含む）

運送の区域：都道府県単位

運転者：２種免許有資格者
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運賃

①ケア運賃

・一般的なタクシー運賃と同様にタクシーメーターによる距離制運賃
や時間制運賃を設定し、その利用に応じて収受する。

②介護運賃

・介護支援専門員（ケアマネージャー）が作成する介護サービス計画
（ケアプラン）又は市町村が行う介費給付費支給決定の内容に基づ
き資格を有する訪問介護員等が訪問介護サービス等と連続して又
は一体として要介護者等の輸送を行う。

5



ぶら下がり

「訪問介護事業所の訪問介護員等による自家用自動車の有償運送」

の許可とは

訪問介護事業所又は居宅介護事業所の指定を受けた一般乗用旅客

自動車運送事業者（特定旅客自動車運送事業者を含む）との契約に

基づき訪問介護サービスを提供する訪問介護職員もしくは居宅介護

従事者又は介護福祉士がその使用権原を有する自家用自動車を使

用して要介護者等を輸送する有償運送に係る法第７８条第３号の規

定に基づく許可をいう。

6



・最低車両数：１両から（実際車両を使って患者を運送する訪問介護職

員に車両の使用権原が存在することが必要）

・運送の主体である訪問介護職員の要件

①訪問介護員の資格を有していること。

②介護福祉士の資格を有していること。

③居宅介護従業者の資格を有していること。

①～③のいずれか資格を持った者が

地方自治体より訪問介護事業所又は居宅介護事業所の指定を受け

た「一般乗用旅客自動車運送事業者」（特定旅客も含む）との契約に

基づき訪問介護サービスを提供する。

・運転者としての要件（①か②どちらかが必要）

①第２種運転免許

②第１種運転免許を保有し、国土交通大臣が認定する講習を修了又
は修了する具体的な計画があること、又はそれに準じた要件を備え
る者。 7



・旅客の範囲：ケアプラン又は市町村が行う介護給付費等の支援支給

決定に基づく旅客

・営業区域：契約する訪問介護事業所等の指定を受けた運送事業者

の営業区域内

・運賃：契約する訪問介護事業所等の指定を受けた運送事業者と同じ

・許可期限：原則として２年間
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「福祉有償運送について」

身体障害者や要介護者など、一人では公共交通機関を利用するこ

とが困難な移動制約者に対して、公共の福祉を確保する観点から、
一定の要件を満たした場合については運営協議会で事前の協議の
上、ＮＰＯ等に対し自家用自動車による有償運送を行うことを認める。

「運営協議会について」

福祉有償運送の必要性、旅客から収受する対価その他の福祉有償

運送を行うために必要な事項について、地域の関係者が集まり協議
を行う。

運営協議会は、福祉有償運送が地域住民の生活に必要な旅客輸
送を確保し、もって地域福祉の向上に寄与するよう自家用有償旅客
運送者に必要な指導・助言を行うよう努めるものとする。 9



（１）運送の主体

非営利法人（ＮＰＯ、医療法人、社会福祉法人等）

（２）運送の対価

当該地域におけるタクシー運賃の概ね１／２の範囲内であり、かつ運
営協議会で協議が調っているもの

（３）運送の区域

運営協議会で協議が調った市町村単位
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（４）事務所の位置及び配置する車両について

・自家用自動車（１両から可）

・運送の主体に使用権限がある乗車定員１１人未満の福祉車両（軽自
動車でも可）

・全ての車両に対し任意保険の加入義務あり

（対人８０００万、対物２００万）

※事務所に配置する車両が５両以上の場合、運行管理者（旅客）の
有資格者又は運行管理者（旅客）の受験資格を有す者、もしくは道
路交通法で規定する安全運転管理者等の要件を満たす者を運行
管理の責任者として選任する必要あり
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（５）福祉車両について

・寝台車・・・・・・・・車内に寝台（ストレッチャー）を固定する設備を有

する自動車

・車いす車・・・・・・利用者が車いすのまま車内に乗り込むことを可能

とする為のスロープ又はリフトが付いた自動車

・兼用車・・・・・・・・ストレッチャー及び車いす双方に対応した自動車

・回転シート車・・・回転シートを備える自動車

（６）旅客の範囲

・福祉輸送事業限定タクシーと同じ（※ただし単独で公共交通機関を
利用することが困難な者であって予め名簿の登録が必要）
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（７）登録の有効期間について

・新規登録２年、更新登録は２年更新（※登録期間中に行

政処分や重大事故が無かった場合３年更新）

（８）運転者の要件（①～②のいずれか）

①２種免許有資格者

②１種免許有資格者にあっては選任前２年間、運転免許停止の処分
を受けておらず、国土交通大臣が認定する福祉車両の運転者講習
受講者もしくは、ケア輸送サービス従事者研修を修了した者

※福祉自動車以外の自動車を使用する場合は上記に加え①～③のい
ずれか

①社会福祉または、介護福祉士の登録を受けている者

②国土交通大臣が認定するセダン等運転者講習を受けている者

③国土交通大臣が認める要件（ケア輸送サービス従事者研修を修了
した者） 13



「公共交通空白地有償運送について」

タクシー等の公共交通機関によっては住民に対する十分

な輸送サービスが確保できないと認められる場合において

運営協議会で事前の協議の上、ＮＰＯ等に対し、会員登録

を受けた者に対して、自家用自動車による有償運送を行う

を認める。
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（１）運送の主体

非営利法人（ＮＰＯ、医療法人、社会福祉法人等）

（２）運送の対価

当該地域における一般旅客運送事業者の運賃・料金を勘案し、

営利目的ではないと認められ、かつ運営協議会で協議が調って

いるもの

（３）運送の区域

運営協議会で協議が調った市町村単位
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（４）事務所の位置及び配置する車両について

・自家用自動車（１両から可）

・運送の主体に使用権限がある乗用自動車（軽自動車でも可）

・全ての車両に対し任意保険の加入義務あり

（対人８０００万、対物２００万）

※事務所に配置する車両が５両以上の場合、運行管理者（旅客）の
有資格者又は運行管理者（旅客）の受験資格を有す者、もしくは道
路交通法で規定する安全運転管理者等の要件を満たす者を運行
管理の責任者として選任する必要あり

（５）旅客の範囲

・当該地域内住民及びその親族、又は日常生活に必要な用務を反復
継続して行う必要がある者（※予め名簿の登録が必要）
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（６）登録の有効期間について

・新規登録２年、更新登録は２年更新（※登録期間中に行政処分や重

大事故が無かった場合３年更新）

（７）運転者の要件（①～②のいずれか）

①２種免許有資格者

②１種免許有資格者にあっては選任前２年間、運転免許停止の処分
を受けておらず、国土交通大臣が認定する研修を修了した者か国
土交通大臣が認める要件を備えた者
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「市町村運営有償運送について」

市町村が、専ら当該市町村の区域内において、地域住民の
生活に必要な旅客輸送を確保するため、地域公共交通会議
等の合意に基づき運送を行うものであって、次に掲げる態様
のものとする。

○「交通空白輸送」・・・交通空白地帯において、一般乗合旅
客自動車運送事業者による輸送を確保することが困難となっ
ている場合において、市町村自らが行うもの

○「市町村福祉輸送」・・・身体障害者や要介護者など、一人
では公共交通機関を利用することが困難な移動制約者に対
して、市町村自らが行うもの

18



「地域公共交通会議について」

地域住民の生活に必要な旅客輸送の確保その他の旅客の
利便の増進を図るために必要な協議を行うために市町村長
や都道府県知事が主催する会議。

「運営協議会と地域公共交通会議の違い」

○運営協議会

･道路運送法施行規則第５１条の７

・福祉有償運送及び公共交通空白地有償運送に係る協議

○地域公共交通会議

･道路運送法施行規則第９条の２

・一般乗合旅客自動車運送事業及び

市町村運営有償運送
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（１）運送の主体

市町村

※上記以外は福祉有償運送及び公共交通空白地有償運送の要件と
概ね同じ

20


